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就学すべき学校指定に関する基準 

                                        ［門真市教育委員会］

  この基準は、門真市教育委員会（以下「委員会」という。）が門真市立小学校及び中学

校に就学すべき者の保護者に対し、その学校を指定（以下「学校指定」という。）すること

に関して定めるものとする。 

１．指定学校の原則 

学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「令」という。） 第５条第２

項及び第６条の規定に基づく小学校及び中学校の指定は、委員会の定める門真市立小

学校及び中学校の通学区域に関する規則（昭和５１年門真市教育委員会規則第１１号。

以下「規則」という。 ）による学校を指定学校の原則とする。 

２．指定学校変更基準 

令第８条の規定に基づく指定学校の変更を委員会が許可するについては、「別表Ⅰ」

の各号に掲げる基準及び「別表Ⅱ」の取り扱い内規によるものとする。 

３．指定学校の変更手続き 

 ①  指定学校の変更を希望する保護者は、指定学校変更願書（様式第１号）に委員会が

必要とする書類を添えて、委員会に提出するものとする。 

 ② 委員会はその内容が第２項に掲げる指定学校変更基準に該当する場合は、就学希望校お

よび就学指定校の学校長の同意を得る。 

 ③ 委員会は、保護者に対し、条件を付して指定学校変更許可書（様式第２号）を交付

するものとする。 

    附    則 

  この基準は、昭和５８年５月２０日から実施する。 

  この基準は、平成３年４月１日から実施する。 

  この基準は、平成４年１月２９日から実施する。 

  この基準は、平成１４年４月１日から実施する。 

 この基準は、平成２５年４月１日から実施する。

 この基準は、平成３０年１０月１日から実施し、平成３１年４月１日の入学及び転入学

から適用する。
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［別表Ⅰ］                                （１） 

指 定 学 校 変 更 基 準 

区  分 期  間 添付書類等

学期当初の住所移転 各学期末まで 入居時期を証明す

る書類

学期内の住所移転 各学期末まで 事実の確認

学年途中で転学するときは、小学５年生、

小学６年生、中学２年生、中学３年生の４

月１日以降の住所移転 

必要とする期間 事実の確認

家屋の新・改築に伴う仮住まいからの通学 ６ケ月以内 建築完成時期を証

明する書類

運動会等の学校行事及び試験によるもの 行事の２週間前 事実の確認

修学旅行によるもの 現学校の実施が間近

な場合で、終了日迄

の期間。但し、相手

校が実施済みの場合

は、その必要な期間

事実の確認

学年を通じて再転校に及ぶ場合 ３ケ月程度

但し、移転先が決ま

っているものに限る

居住日及び居住場

所を確認できる書

類

事情により住民登録のみ転出の場合 必要な期間 入居時期を証明す

る書類(売買契約書

等)

保護者が入院等で児童・生徒の保護が困難

と認められる場合

必要とする期間 診断書、理由書

身体的条件により、指定学校への通学の安

全確保が困難で真にやむを得ないと認め

られる場合

必要とする期間 診断書

指定学校に支援学級が設置されていない

場合

必要とする期間

沖小学校区内の市街化調整区域内に住所

がある場合

市街化調整区域が解

除されるまでの期間

のみ五月田小学校へ

指定変更
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（２）

区  分 期  間 添付書類等

都市計画行政等の推進の必要上に基づ

く配慮を特に必要とする場合で、真にや

むを得ないと認められる場合

必要とする期間 事実の確認

入学時又は転入学時に指定中学校に希

望する部活動がない場合 ※１ 

卒業まで 事実の確認 

その他、教育的配慮を特に必要とする場

合で、真にやむを得ないと認められる場

合

必要とする期間

※１当該部活動のある自宅から最も近い中学校 

［別表Ⅱ］

《市街化調整区域の指定変更に関する取り扱い内規》 

◎ 第二中学校校区内の「市街化調整区域」に住所がある場合。 

◎ 市街化調整区域が解除される迄の期間のみ、希望により第七中学校へ指定変更を認め 

 る。 

《公営住宅の建て替えによる指定変更の特例》 

◎ 公営住宅建て替えにより仮移転した場合、工事完成後従前の住所地に戻る場合に限り、 

 工事期間中の「指定学校変更」を認める。 

 （この特例は、平成８年４月２３日から実施する。） 
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